
対象事業主と今後の手続きについて

追加支給の対象となる可能性がありますので、最寄りの労働局のホームページにて
お申し出の受け付け開始時期を確認の上で書類をご提出ください。

はい いいえ

はい

ポイント！ 既にお支払いしている支給額が「見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額」を元に算定している方
は、追加支給の対象となります。

中小企業雇用管理改善助成金
(職業相談者配置事業)

「平成16年8月1日から平成23年7月31日」の期間と中小企業雇用管理改善助成金の職業
相談者配置事業にかかる助成対象期間に重複があり、かつ、当該期間に係る支給申請分
の支給決定がされている。（平成19年度から平成23年度は経過措置）

事業主様においてご確認お願いします。

支給決定年月日

当時の支給申請書類、支給決定通知書等をお持ちですか？

追加支給の対象となることが確認できません。
書類一覧を再度ご確認いただき、書類例に類
するものがないか改めてご確認ください。

当時の支給決定金額を算出するための
他の関係書類を何かお持ちですか？


